
〔 別表Ａ 〕

［ ４の項 ］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　［ ４の項 ］

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ｶﾅﾀﾞ､ﾁｪｺ、
ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾌﾗﾝｽ､
ﾄﾞｲﾂ､ｷﾞﾘｼｬ､ﾊﾝｶﾞﾘｰ､
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ｲﾀﾘｱ､大韓民国、
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ､ｵﾗﾝﾀﾞ、
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾉﾙｳｪｰ､ﾎﾟｰﾗﾝ
ﾄﾞ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ ｽﾍﾟｲﾝ､ ｽｳｪｰﾃﾞ
ﾝ、ｽｲｽ､英国､ｱﾒﾘｶ合衆国

ﾄﾙｺ ｱｲｽﾗﾝド

 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ、
ｷﾌﾟﾛｽ、
ﾙｰﾏﾆｱ､
ｽﾛﾊﾞｷｱ

ﾛｼｱ､
ｳｸﾗｲﾅ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､
南ｱﾌﾘｶ
共和国

ﾍﾞﾗﾙｰｼ､
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、

ﾗﾄﾋﾞｱ、
ｽﾛﾍﾞﾆｱ

別記地域
ｲﾗﾝ､ｲﾗｸ､
北朝鮮、ﾘﾋﾞ

ｱ
ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ

その他の
地域

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 特定  特定  一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 特定  特定  一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

- - - - - - - - - - -

一般 特定 特定  特定 特定  特定 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 特定  特定  一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般  特定  特定  一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

- - - - - - - - - - -

輸出令別表第１の４の項(16)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第17号の３ロ又はハに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(1)、(1の2)、(2)又は(3)１に掲げる貨物であっ
て、貨物等省令第３条第１号、第１号の２、第１号の３又は第２号に該
当するもの

輸出令別表第１の４の項(16)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(17)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第18号、第18号の２又は第18号の３に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(18)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
14条第８号イ又はロに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(5)～(12)までに掲げる貨物であって、貨物等
省令第３条第６号～第13号までのいずれかに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(13)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第14号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(14)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第15号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(15)１に掲げる貨物であって、貨物等省令第
14条第１号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(15)１に掲げる貨物であって、貨物等省令第
４条第２号、第12号ハ若しくはニ又は第15号ハ若しくはニに該当する
もの

輸出令別表第１の４の項(15)２又は４に掲げる貨物

輸出令別表第１の４の項(15)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(3)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

一般包括輸出許可／特定包括輸出許可マトリックス（現行）

輸出令別表第１の４の項(4)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第５号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(3)２に掲げる貨物であって、貨物等省令第
14条第11号に該当するもの

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番



［ ４の項 ］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　［ ４の項 ］　　　　　　

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ｶﾅﾀﾞ､ﾁｪｺ、
ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾌﾗﾝｽ､
ﾄﾞｲﾂ､ｷﾞﾘｼｬ､ﾊﾝｶﾞﾘｰ､
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ｲﾀﾘｱ､大韓民国、
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ､ｵﾗﾝﾀﾞ、
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾉﾙｳｪｰ､ﾎﾟｰﾗﾝ
ﾄﾞ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ ｽﾍﾟｲﾝ､ ｽｳｪｰﾃﾞ
ﾝ、ｽｲｽ､英国､ｱﾒﾘｶ合衆国

ﾄﾙｺ ｱｲｽﾗﾝド

 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ、
ｷﾌﾟﾛｽ、
ﾙｰﾏﾆｱ､
ｽﾛﾊﾞｷｱ

ﾛｼｱ､
ｳｸﾗｲﾅ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､
南ｱﾌﾘｶ
共和国

ﾍﾞﾗﾙｰｼ､
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、

ﾗﾄﾋﾞｱ、
ｽﾛﾍﾞﾆｱ

別記地域
ｲﾗﾝ､ｲﾗｸ､
北朝鮮、ﾘﾋﾞ

ｱ
ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ

その他の
地域

一般 特定 特定  特定 特定  特定 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

- - - - - - - - - - -

一般 特定 特定  特定 特定  特定 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 特定 特定  特定 特定  特定 特定 特定 - 特定  特定

一般 - - - - - - - - - -

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 特定  特定  一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

- - - - - - - - - - -

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

輸出令別表第１の４の項(25)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(26)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第24号又は第27号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(22)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(23)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第24号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(24)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第25号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(24の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令
第３条第25号の２に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(21)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(22)に掲げる貨物であって、貨物等省令第７
条第１号ロに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(22)に掲げる貨物であって、貨物等省令第７
条第３号ハに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(25)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
14条第２号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(18)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第13号ニ、チ又はルに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(18)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(19)又は(20)に掲げる貨物であって、貨物等
省令第３条第20号又は第21号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(21)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
14条第８号イ又はロに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(21)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第13号ニ、チ又はルに該当するもの

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番



別記地域：ｱﾙﾊﾞﾆｱ、ｱﾙｼﾞｪﾘｱ、ｱﾝﾄﾞﾗ、ｱﾙﾒﾆｱ、ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ、ﾊﾞｰﾚｰﾝ、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾍﾞﾘｰｽﾞ、ﾍﾞﾅﾝ、ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ、ﾎﾞﾂﾜﾅ、ﾌﾞﾙﾈｲ、ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ、ﾌﾞﾙﾝｼﾞ、ｶｰﾎﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ、ｶﾒﾙｰﾝ、ﾁｬﾄﾞ、ﾁﾘ、
　　　　　中華人民共和国、ｺﾛﾝﾋﾞｱ、ｸｯｸ諸島、ｺｽﾀﾘｶ、ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ、ｸﾛｱﾁｱ、ｷｭｰﾊﾞ、ﾄﾞﾐﾆｶ、ｴｸｱﾄﾞﾙ、ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ、赤道ｷﾞﾆｱ、ｴﾘﾄﾘｱ、ｴｽﾄﾆｱ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、ﾌｨｼﾞｰ、ｶﾞﾎﾞﾝ、ｶﾞﾝﾋﾞｱ、ｸﾞﾙｼﾞｱ、ｶﾞｰﾅ、
　　　　　ｸﾞｱﾃﾏﾗ、ｷﾞﾆｱ、ｶﾞｲｱﾅ、香港、ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｼﾞｬﾏｲｶ、ﾖﾙﾀﾞﾝ、ｹﾆｱ、ｷﾘﾊﾞｽ、ｸｳｪｰﾄ、ｷﾙｷﾞｽ、ﾗｵｽ、ﾚｿﾄ、ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ、ﾘﾄｱﾆｱ、ﾏｹﾄﾞﾆｱ旧ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱ共和国、ﾏﾗｳｲ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ、ﾏﾘ、
　　　　　ﾏﾙﾀ、ﾏｰｼｬﾙ諸島、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、ﾓｰﾘｼｬｽ、ﾒｷｼｺ、ﾐｸﾛﾈｼｱ、ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ、ﾓﾅｺ、ﾓﾝｺﾞﾙ、ﾓﾛｯｺ、ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ、ﾅﾐﾋﾞｱ、ﾅｳﾙ、ﾈﾊﾟｰﾙ、ﾆｶﾗｸﾞｱ、ﾆｼﾞｪｰﾙ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、ｵﾏｰﾝ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾊﾟﾗｵ、ﾊﾟﾅﾏ、ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、
　　　　　ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ、ﾍﾟﾙｰ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｶﾀｰﾙ、ﾙﾜﾝﾀﾞ、ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾈｰｳﾞｨｽ、ｾﾝﾄﾙｼｱ、ｻﾓｱ、ｻﾝﾏﾘﾉ、ｻﾝﾄﾒ･ﾌﾟﾘﾝｼﾍﾟ、ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ、ｾﾈｶﾞﾙ、ｾﾙﾋﾞｱ･ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ、ｾｰｼｪﾙ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｽﾘﾗﾝｶ、
　　　　　ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄおよびｸﾞﾚﾅﾃﾞｨｰﾝ諸島、ｽｰﾀﾞﾝ、ｽﾘﾅﾑ、ｽﾜｼﾞﾗﾝﾄﾞ、ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ、ﾀﾝｻﾞﾆｱ、ﾀｲ、東ﾃｨﾓｰﾙ、ﾄｰｺﾞ、ﾄﾝｶﾞ、ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ、ﾁｭﾆｼﾞｱ、ﾄﾙｸﾒﾆｽﾀﾝ、ﾂﾊﾞﾙ、ｳｶﾞﾝﾀﾞ、ｱﾗﾌﾞ首長国連邦、ｳﾙｸﾞｱｲ、
　　　　　ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ、ﾊﾞﾁｶﾝ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ、ｲｴﾒﾝ、ｻﾞﾝﾋﾞｱ、ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ
※ただし、イラン、イラク、リビア又は北朝鮮を経由する場合はいずれの包括制度も適用不可。なお、アフガニスタンを経由する場合は、一般包括制度が適用不可。

（旧取扱要領に基づき発行された第１種一般包括輸出許可の範囲は、表中「一般」と標記された欄。第２種一般包括輸出許可の範囲は表中「一般＊」と標記された欄。）



［ ７の項 ］ 　　　　［ ７の項 ］

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ｶﾅﾀﾞ､ﾁｪｺ、
ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾌﾗﾝｽ､
ﾄﾞｲﾂ､ｷﾞﾘｼｬ､ﾊﾝｶﾞﾘｰ､
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ｲﾀﾘｱ､大韓民国、
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ､ｵﾗﾝﾀﾞ、
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾉﾙｳｪｰ､ﾎﾟｰﾗﾝ
ﾄﾞ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ ｽﾍﾟｲﾝ､ ｽｳｪｰﾃﾞ
ﾝ、ｽｲｽ､英国､ｱﾒﾘｶ合衆国

ﾄﾙｺ ｱｲｽﾗﾝド

 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ、
ｷﾌﾟﾛｽ、
ﾙｰﾏﾆｱ､
ｽﾛﾊﾞｷｱ

ﾛｼｱ､
ｳｸﾗｲﾅ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､
南ｱﾌﾘｶ
共和国

ﾍﾞﾗﾙｰｼ､
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、

ﾗﾄﾋﾞｱ、
ｽﾛﾍﾞﾆｱ

別記地域
ｲﾗﾝ､ｲﾗｸ､
北朝鮮、ﾘﾋﾞ

ｱ
ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ

その他の
地域

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 - 特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 - 特定  一般

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 - 特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 - 特定  一般

一般 一般 一般  一般 一般  一般 一般 一般 - 特定  一般
輸出令別表第１の７の項(17)～(21)までに掲げる貨物であって、貨物
等省令第６条第17号～第21号までのいずれかに該当するもの

輸出令別表第１の７の項(15)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の７の項(16)に掲げる貨物であって、貨物等省令第６
条第17号イ(二)に該当するもの

輸出令別表第１の７の項(16)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の７の項(15の２)に掲げる貨物であって、貨物等省令
第６条１６号の２に該当するもの

輸出令別表第１の７の項(1)～(14)に掲げる貨物であって、貨物等省
令第６条第１号～第15号のいずれかに該当するもの

輸出令別表第１の７の項(15)に掲げる貨物であって、貨物等省令第６
条第16号ロに該当するもの

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

別記地域：ｱﾙﾊﾞﾆｱ、ｱﾙｼﾞｪﾘｱ、ｱﾝﾄﾞﾗ、ｱﾙﾒﾆｱ、ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ、ﾊﾞｰﾚｰﾝ、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾍﾞﾘｰｽﾞ、ﾍﾞﾅﾝ、ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ、ﾎﾞﾂﾜﾅ、ﾌﾞﾙﾈｲ、ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ、ﾌﾞﾙﾝｼﾞ、ｶｰﾎﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ、ｶﾒﾙｰﾝ、ﾁｬﾄﾞ、ﾁﾘ、
　　　　　中華人民共和国、ｺﾛﾝﾋﾞｱ、ｸｯｸ諸島、ｺｽﾀﾘｶ、ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ、ｸﾛｱﾁｱ、ｷｭｰﾊﾞ、ﾄﾞﾐﾆｶ、ｴｸｱﾄﾞﾙ、ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ、赤道ｷﾞﾆｱ、ｴﾘﾄﾘｱ、ｴｽﾄﾆｱ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、ﾌｨｼﾞｰ、ｶﾞﾎﾞﾝ、ｶﾞﾝﾋﾞｱ、ｸﾞﾙｼﾞｱ、ｶﾞｰﾅ、
　　　　　ｸﾞｱﾃﾏﾗ、ｷﾞﾆｱ、ｶﾞｲｱﾅ、香港、ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｼﾞｬﾏｲｶ、ﾖﾙﾀﾞﾝ、ｹﾆｱ、ｷﾘﾊﾞｽ、ｸｳｪｰﾄ、ｷﾙｷﾞｽ、ﾗｵｽ、ﾚｿﾄ、ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ、ﾘﾄｱﾆｱ、ﾏｹﾄﾞﾆｱ旧ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱ共和国、ﾏﾗｳｲ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ、ﾏﾘ、
　　　　　ﾏﾙﾀ、ﾏｰｼｬﾙ諸島、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、ﾓｰﾘｼｬｽ、ﾒｷｼｺ、ﾐｸﾛﾈｼｱ、ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ、ﾓﾅｺ、ﾓﾝｺﾞﾙ、ﾓﾛｯｺ、ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ、ﾅﾐﾋﾞｱ、ﾅｳﾙ、ﾈﾊﾟｰﾙ、ﾆｶﾗｸﾞｱ、ﾆｼﾞｪｰﾙ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、ｵﾏｰﾝ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾊﾟﾗｵ、ﾊﾟﾅﾏ、ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、
　　　　　ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ、ﾍﾟﾙｰ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｶﾀｰﾙ、ﾙﾜﾝﾀﾞ、ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾈｰｳﾞｨｽ、ｾﾝﾄﾙｼｱ、ｻﾓｱ、ｻﾝﾏﾘﾉ、ｻﾝﾄﾒ･ﾌﾟﾘﾝｼﾍﾟ、ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ、ｾﾈｶﾞﾙ、ｾﾙﾋﾞｱ･ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ、ｾｰｼｪﾙ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｽﾘﾗﾝｶ、
　　　　　ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄおよびｸﾞﾚﾅﾃﾞｨｰﾝ諸島、ｽｰﾀﾞﾝ、ｽﾘﾅﾑ、ｽﾜｼﾞﾗﾝﾄﾞ、ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ、ﾀﾝｻﾞﾆｱ、ﾀｲ、東ﾃｨﾓｰﾙ、ﾄｰｺﾞ、ﾄﾝｶﾞ、ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ、ﾁｭﾆｼﾞｱ、ﾄﾙｸﾒﾆｽﾀﾝ、ﾂﾊﾞﾙ、ｳｶﾞﾝﾀﾞ、ｱﾗﾌﾞ首長国連邦、ｳﾙｸﾞｱｲ、
　　　　　ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ、ﾊﾞﾁｶﾝ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ、ｲｴﾒﾝ、ｻﾞﾝﾋﾞｱ、ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ
※ただし、イラン、イラク、リビア又は北朝鮮を経由する場合はいずれの包括制度も適用不可。なお、アフガニスタンを経由する場合は、一般包括制度が適用不可。

（旧取扱要領に基づき発行された第１種一般包括輸出許可の範囲は、表中「一般」と標記された欄。第２種一般包括輸出許可の範囲は表中「一般＊」と標記された欄。）



［ ９の項 ］ 　　　　［ ９の項 ］

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ｶﾅﾀﾞ､ﾁｪｺ、
ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾌﾗﾝｽ､
ﾄﾞｲﾂ､ｷﾞﾘｼｬ､ﾊﾝｶﾞﾘｰ､
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ｲﾀﾘｱ､大韓民国、
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ､ｵﾗﾝﾀﾞ、
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾉﾙｳｪｰ､ﾎﾟｰﾗﾝ
ﾄﾞ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ ｽﾍﾟｲﾝ､ ｽｳｪｰﾃﾞ
ﾝ、ｽｲｽ､英国､ｱﾒﾘｶ合衆国

ﾄﾙｺ ｱｲｽﾗﾝド

 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ、
ｷﾌﾟﾛｽ、
ﾙｰﾏﾆｱ､
ｽﾛﾊﾞｷｱ

ﾛｼｱ､
ｳｸﾗｲﾅ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､
南ｱﾌﾘｶ
共和国

ﾍﾞﾗﾙｰｼ､
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、

ﾗﾄﾋﾞｱ、
ｽﾛﾍﾞﾆｱ

別記地域
ｲﾗﾝ､ｲﾗｸ､
北朝鮮、ﾘﾋﾞ

ｱ
ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ

その他の
地域

一般 特定 特定  特定 特定  特定 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 - 特定  一般

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 - 特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 - 特定  一般

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 - 特定  一般
輸出令別表第１の９の項の中欄に掲げる貨物であって、上記を除くも
の

輸出令別表第１の９の項(2)、(3)、(5)、(5の2）に掲げる貨物であって、
貨物等省令第８条第１号、第４号、第５号、第５号の２のいずれかに該
当するもの

輸出令別表第１の９の項(6)に掲げる貨物であって、貨物等省令第８
条第６号に該当するもの

輸出令別表第１の９の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第８
条第２号イ(二)に該当するもの

輸出令別表第１の９の項(1)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の９の項(6)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

別記地域：ｱﾙﾊﾞﾆｱ、ｱﾙｼﾞｪﾘｱ、ｱﾝﾄﾞﾗ、ｱﾙﾒﾆｱ、ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ、ﾊﾞｰﾚｰﾝ、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾍﾞﾘｰｽﾞ、ﾍﾞﾅﾝ、ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ、ﾎﾞﾂﾜﾅ、ﾌﾞﾙﾈｲ、ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ、ﾌﾞﾙﾝｼﾞ、ｶｰﾎﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ、ｶﾒﾙｰﾝ、ﾁｬﾄﾞ、ﾁﾘ、
　　　　　中華人民共和国、ｺﾛﾝﾋﾞｱ、ｸｯｸ諸島、ｺｽﾀﾘｶ、ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ、ｸﾛｱﾁｱ、ｷｭｰﾊﾞ、ﾄﾞﾐﾆｶ、ｴｸｱﾄﾞﾙ、ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ、赤道ｷﾞﾆｱ、ｴﾘﾄﾘｱ、ｴｽﾄﾆｱ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、ﾌｨｼﾞｰ、ｶﾞﾎﾞﾝ、ｶﾞﾝﾋﾞｱ、ｸﾞﾙｼﾞｱ、ｶﾞｰﾅ、
　　　　　ｸﾞｱﾃﾏﾗ、ｷﾞﾆｱ、ｶﾞｲｱﾅ、香港、ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｼﾞｬﾏｲｶ、ﾖﾙﾀﾞﾝ、ｹﾆｱ、ｷﾘﾊﾞｽ、ｸｳｪｰﾄ、ｷﾙｷﾞｽ、ﾗｵｽ、ﾚｿﾄ、ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ、ﾘﾄｱﾆｱ、ﾏｹﾄﾞﾆｱ旧ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱ共和国、ﾏﾗｳｲ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ、ﾏﾘ、
　　　　　ﾏﾙﾀ、ﾏｰｼｬﾙ諸島、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、ﾓｰﾘｼｬｽ、ﾒｷｼｺ、ﾐｸﾛﾈｼｱ、ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ、ﾓﾅｺ、ﾓﾝｺﾞﾙ、ﾓﾛｯｺ、ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ、ﾅﾐﾋﾞｱ、ﾅｳﾙ、ﾈﾊﾟｰﾙ、ﾆｶﾗｸﾞｱ、ﾆｼﾞｪｰﾙ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、ｵﾏｰﾝ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾊﾟﾗｵ、ﾊﾟﾅﾏ、ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、
　　　　　ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ、ﾍﾟﾙｰ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｶﾀｰﾙ、ﾙﾜﾝﾀﾞ、ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾈｰｳﾞｨｽ、ｾﾝﾄﾙｼｱ、ｻﾓｱ、ｻﾝﾏﾘﾉ、ｻﾝﾄﾒ･ﾌﾟﾘﾝｼﾍﾟ、ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ、ｾﾈｶﾞﾙ、ｾﾙﾋﾞｱ･ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ、ｾｰｼｪﾙ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｽﾘﾗﾝｶ、
　　　　　ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄおよびｸﾞﾚﾅﾃﾞｨｰﾝ諸島、ｽｰﾀﾞﾝ、ｽﾘﾅﾑ、ｽﾜｼﾞﾗﾝﾄﾞ、ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ、ﾀﾝｻﾞﾆｱ、ﾀｲ、東ﾃｨﾓｰﾙ、ﾄｰｺﾞ、ﾄﾝｶﾞ、ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ、ﾁｭﾆｼﾞｱ、ﾄﾙｸﾒﾆｽﾀﾝ、ﾂﾊﾞﾙ、ｳｶﾞﾝﾀﾞ、ｱﾗﾌﾞ首長国連邦、ｳﾙｸﾞｱｲ、
　　　　　ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ、ﾊﾞﾁｶﾝ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ、ｲｴﾒﾝ、ｻﾞﾝﾋﾞｱ、ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ
※ただし、イラン、イラク、リビア又は北朝鮮を経由する場合はいずれの包括制度も適用不可。なお、アフガニスタンを経由する場合は、一般包括制度が適用不可。

（旧取扱要領に基づき発行された第１種一般包括輸出許可の範囲は、表中「一般」と標記された欄。第２種一般包括輸出許可の範囲は表中「一般＊」と標記された欄。）



［ 10の項 ］ 　　　　［ 10の項 ］

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ｶﾅﾀﾞ､ﾁｪｺ、
ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾌﾗﾝｽ､
ﾄﾞｲﾂ､ｷﾞﾘｼｬ､ﾊﾝｶﾞﾘｰ､
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ｲﾀﾘｱ､大韓民国、
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ､ｵﾗﾝﾀﾞ、
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾉﾙｳｪｰ､ﾎﾟｰﾗﾝ
ﾄﾞ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ ｽﾍﾟｲﾝ､ ｽｳｪｰﾃﾞ
ﾝ、ｽｲｽ､英国､ｱﾒﾘｶ合衆国

ﾄﾙｺ ｱｲｽﾗﾝド

 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ、
ｷﾌﾟﾛｽ、
ﾙｰﾏﾆｱ､
ｽﾛﾊﾞｷｱ

ﾛｼｱ､
ｳｸﾗｲﾅ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､
南ｱﾌﾘｶ
共和国

ﾍﾞﾗﾙｰｼ､
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、

ﾗﾄﾋﾞｱ、
ｽﾛﾍﾞﾆｱ

別記地域
ｲﾗﾝ､ｲﾗｸ､
北朝鮮、ﾘﾋﾞ

ｱ
ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ

その他の
地域

一般 特定 特定  特定 特定  特定  特定  特定 -  特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定  特定  特定 -  特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定  特定  特定 -  特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定  特定  特定 -  特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定  特定  特定 -  特定  特定

一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 -  特定 一般

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定  特定  特定 -  特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

輸出令別表第１の10の項(3)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第７号に該当するもの

輸出令別表第１の10の項(4)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第８号イに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(9)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の10の項(7)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第９号ニに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(7の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令
第９条第９号の２に該当するもの

輸出令別表第１の10の項(1)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の10の項(6)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の10の項(2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第３号イ、ロ、ホ若しくはヘ、第４号又は第５号イに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(4)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の10の項(5)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第９号イに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(8)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第10号に該当するもの

輸出令別表第１の10の項(9)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第11号ロに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(6)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第９号ハに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(2)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の10の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第１号イ(二)又はロ(三)に該当するもの

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番



［ 10の項 ］ 　　　　［ 10の項 ］

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ｶﾅﾀﾞ､ﾁｪｺ、
ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾌﾗﾝｽ､
ﾄﾞｲﾂ､ｷﾞﾘｼｬ､ﾊﾝｶﾞﾘｰ､
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ｲﾀﾘｱ､大韓民国、
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ､ｵﾗﾝﾀﾞ、
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾉﾙｳｪｰ､ﾎﾟｰﾗﾝ
ﾄﾞ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ ｽﾍﾟｲﾝ､ ｽｳｪｰﾃﾞ
ﾝ、ｽｲｽ､英国､ｱﾒﾘｶ合衆国

ﾄﾙｺ ｱｲｽﾗﾝド

 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ、
ｷﾌﾟﾛｽ、
ﾙｰﾏﾆｱ､
ｽﾛﾊﾞｷｱ

ﾛｼｱ､
ｳｸﾗｲﾅ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､
南ｱﾌﾘｶ
共和国

ﾍﾞﾗﾙｰｼ､
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、

ﾗﾄﾋﾞｱ、
ｽﾛﾍﾞﾆｱ

別記地域
ｲﾗﾝ､ｲﾗｸ､
北朝鮮、ﾘﾋﾞ

ｱ
ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ

その他の
地域

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定  特定  特定 -  特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

輸出令別表第１の10の項(10)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
９条第12号に該当するもの

輸出令別表第１の10の項(11)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
９条第13号ニ、チ又はルに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(12)～(14)までに掲げる貨物であって、貨物
等省令第９条第14号～第16号までのいずれかに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(11)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

別記地域：ｱﾙﾊﾞﾆｱ、ｱﾙｼﾞｪﾘｱ、ｱﾝﾄﾞﾗ、ｱﾙﾒﾆｱ、ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ、ﾊﾞｰﾚｰﾝ、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾍﾞﾘｰｽﾞ、ﾍﾞﾅﾝ、ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ、ﾎﾞﾂﾜﾅ、ﾌﾞﾙﾈｲ、ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ、ﾌﾞﾙﾝｼﾞ、ｶｰﾎﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ、ｶﾒﾙｰﾝ、ﾁｬﾄﾞ、ﾁﾘ、
　　　　　中華人民共和国、ｺﾛﾝﾋﾞｱ、ｸｯｸ諸島、ｺｽﾀﾘｶ、ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ、ｸﾛｱﾁｱ、ｷｭｰﾊﾞ、ﾄﾞﾐﾆｶ、ｴｸｱﾄﾞﾙ、ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ、赤道ｷﾞﾆｱ、ｴﾘﾄﾘｱ、ｴｽﾄﾆｱ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、ﾌｨｼﾞｰ、ｶﾞﾎﾞﾝ、ｶﾞﾝﾋﾞｱ、ｸﾞﾙｼﾞｱ、ｶﾞｰﾅ、
　　　　　ｸﾞｱﾃﾏﾗ、ｷﾞﾆｱ、ｶﾞｲｱﾅ、香港、ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｼﾞｬﾏｲｶ、ﾖﾙﾀﾞﾝ、ｹﾆｱ、ｷﾘﾊﾞｽ、ｸｳｪｰﾄ、ｷﾙｷﾞｽ、ﾗｵｽ、ﾚｿﾄ、ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ、ﾘﾄｱﾆｱ、ﾏｹﾄﾞﾆｱ旧ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱ共和国、ﾏﾗｳｲ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ、ﾏﾘ、
　　　　　ﾏﾙﾀ、ﾏｰｼｬﾙ諸島、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、ﾓｰﾘｼｬｽ、ﾒｷｼｺ、ﾐｸﾛﾈｼｱ、ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ、ﾓﾅｺ、ﾓﾝｺﾞﾙ、ﾓﾛｯｺ、ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ、ﾅﾐﾋﾞｱ、ﾅｳﾙ、ﾈﾊﾟｰﾙ、ﾆｶﾗｸﾞｱ、ﾆｼﾞｪｰﾙ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、ｵﾏｰﾝ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾊﾟﾗｵ、ﾊﾟﾅﾏ、ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、
　　　　　ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ、ﾍﾟﾙｰ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｶﾀｰﾙ、ﾙﾜﾝﾀﾞ、ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾈｰｳﾞｨｽ、ｾﾝﾄﾙｼｱ、ｻﾓｱ、ｻﾝﾏﾘﾉ、ｻﾝﾄﾒ･ﾌﾟﾘﾝｼﾍﾟ、ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ、ｾﾈｶﾞﾙ、ｾﾙﾋﾞｱ･ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ、ｾｰｼｪﾙ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｽﾘﾗﾝｶ、
　　　　　ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄおよびｸﾞﾚﾅﾃﾞｨｰﾝ諸島、ｽｰﾀﾞﾝ、ｽﾘﾅﾑ、ｽﾜｼﾞﾗﾝﾄﾞ、ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ、ﾀﾝｻﾞﾆｱ、ﾀｲ、東ﾃｨﾓｰﾙ、ﾄｰｺﾞ、ﾄﾝｶﾞ、ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ、ﾁｭﾆｼﾞｱ、ﾄﾙｸﾒﾆｽﾀﾝ、ﾂﾊﾞﾙ、ｳｶﾞﾝﾀﾞ、ｱﾗﾌﾞ首長国連邦、ｳﾙｸﾞｱｲ、
　　　　　ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ、ﾊﾞﾁｶﾝ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ、ｲｴﾒﾝ、ｻﾞﾝﾋﾞｱ、ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ
※ただし、イラン、イラク、リビア又は北朝鮮を経由する場合はいずれの包括制度も適用不可。なお、アフガニスタンを経由する場合は、一般包括制度が適用不可。

（旧取扱要領に基づき発行された第１種一般包括輸出許可の範囲は、表中「一般」と標記された欄。第２種一般包括輸出許可の範囲は表中「一般＊」と標記された欄。）



［ 13の項 ］ 　　　　［ 13の項 ］

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ｶﾅﾀﾞ､ﾁｪｺ、
ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾌﾗﾝｽ､
ﾄﾞｲﾂ､ｷﾞﾘｼｬ､ﾊﾝｶﾞﾘｰ､
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ｲﾀﾘｱ､大韓民国、
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ､ｵﾗﾝﾀﾞ、
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾉﾙｳｪｰ､ﾎﾟｰﾗﾝ
ﾄﾞ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ ｽﾍﾟｲﾝ､ ｽｳｪｰﾃﾞ
ﾝ、ｽｲｽ､英国､ｱﾒﾘｶ合衆国

ﾄﾙｺ ｱｲｽﾗﾝド

 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ、
ｷﾌﾟﾛｽ、
ﾙｰﾏﾆｱ､
ｽﾛﾊﾞｷｱ

ﾛｼｱ､
ｳｸﾗｲﾅ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､
南ｱﾌﾘｶ
共和国

ﾍﾞﾗﾙｰｼ､
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、

ﾗﾄﾋﾞｱ、
ｽﾛﾍﾞﾆｱ

別記地域
ｲﾗﾝ､ｲﾗｸ､
北朝鮮、ﾘﾋﾞ

ｱ
ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ

その他の
地域

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定  特定  特定 -  特定  特定

輸出令別表第１の13の項(1)から(5)までに掲げる貨物であって、貨物
等省令第12条第１号から第19号までのいずれか（第11号ロを除く。）
に該当するもの

輸出令別表第１の13の項(5)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
12条第11号ロに該当するもの

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

別記地域：ｱﾙﾊﾞﾆｱ、ｱﾙｼﾞｪﾘｱ、ｱﾝﾄﾞﾗ、ｱﾙﾒﾆｱ、ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ、ﾊﾞｰﾚｰﾝ、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾍﾞﾘｰｽﾞ、ﾍﾞﾅﾝ、ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ、ﾎﾞﾂﾜﾅ、ﾌﾞﾙﾈｲ、ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ、ﾌﾞﾙﾝｼﾞ、ｶｰﾎﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ、ｶﾒﾙｰﾝ、ﾁｬﾄﾞ、ﾁﾘ、
　　　　　中華人民共和国、ｺﾛﾝﾋﾞｱ、ｸｯｸ諸島、ｺｽﾀﾘｶ、ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ、ｸﾛｱﾁｱ、ｷｭｰﾊﾞ、ﾄﾞﾐﾆｶ、ｴｸｱﾄﾞﾙ、ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ、赤道ｷﾞﾆｱ、ｴﾘﾄﾘｱ、ｴｽﾄﾆｱ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、ﾌｨｼﾞｰ、ｶﾞﾎﾞﾝ、ｶﾞﾝﾋﾞｱ、ｸﾞﾙｼﾞｱ、ｶﾞｰﾅ、
　　　　　ｸﾞｱﾃﾏﾗ、ｷﾞﾆｱ、ｶﾞｲｱﾅ、香港、ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｼﾞｬﾏｲｶ、ﾖﾙﾀﾞﾝ、ｹﾆｱ、ｷﾘﾊﾞｽ、ｸｳｪｰﾄ、ｷﾙｷﾞｽ、ﾗｵｽ、ﾚｿﾄ、ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ、ﾘﾄｱﾆｱ、ﾏｹﾄﾞﾆｱ旧ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱ共和国、ﾏﾗｳｲ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ、ﾏﾘ、
　　　　　ﾏﾙﾀ、ﾏｰｼｬﾙ諸島、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、ﾓｰﾘｼｬｽ、ﾒｷｼｺ、ﾐｸﾛﾈｼｱ、ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ、ﾓﾅｺ、ﾓﾝｺﾞﾙ、ﾓﾛｯｺ、ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ、ﾅﾐﾋﾞｱ、ﾅｳﾙ、ﾈﾊﾟｰﾙ、ﾆｶﾗｸﾞｱ、ﾆｼﾞｪｰﾙ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、ｵﾏｰﾝ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾊﾟﾗｵ、ﾊﾟﾅﾏ、ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、
　　　　　ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ、ﾍﾟﾙｰ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｶﾀｰﾙ、ﾙﾜﾝﾀﾞ、ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾈｰｳﾞｨｽ、ｾﾝﾄﾙｼｱ、ｻﾓｱ、ｻﾝﾏﾘﾉ、ｻﾝﾄﾒ･ﾌﾟﾘﾝｼﾍﾟ、ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ、ｾﾈｶﾞﾙ、ｾﾙﾋﾞｱ･ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ、ｾｰｼｪﾙ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｽﾘﾗﾝｶ、
　　　　　ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄおよびｸﾞﾚﾅﾃﾞｨｰﾝ諸島、ｽｰﾀﾞﾝ、ｽﾘﾅﾑ、ｽﾜｼﾞﾗﾝﾄﾞ、ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ、ﾀﾝｻﾞﾆｱ、ﾀｲ、東ﾃｨﾓｰﾙ、ﾄｰｺﾞ、ﾄﾝｶﾞ、ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ、ﾁｭﾆｼﾞｱ、ﾄﾙｸﾒﾆｽﾀﾝ、ﾂﾊﾞﾙ、ｳｶﾞﾝﾀﾞ、ｱﾗﾌﾞ首長国連邦、ｳﾙｸﾞｱｲ、
　　　　　ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ、ﾊﾞﾁｶﾝ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ、ｲｴﾒﾝ、ｻﾞﾝﾋﾞｱ、ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ
※ただし、イラン、イラク、リビア又は北朝鮮を経由する場合はいずれの包括制度も適用不可。なお、アフガニスタンを経由する場合は、一般包括制度が適用不可。

（旧取扱要領に基づき発行された第１種一般包括輸出許可の範囲は、表中「一般」と標記された欄。第２種一般包括輸出許可の範囲は表中「一般＊」と標記された欄。）



〔 別表Ａ 〕

［ ４の項 ］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　［ ４の項 ］

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ｶﾅﾀﾞ､ﾁｪｺ、
ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾌﾗﾝｽ､
ﾄﾞｲﾂ､ｷﾞﾘｼｬ､ﾊﾝｶﾞﾘｰ､
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ｲﾀﾘｱ､大韓民国、
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ､ｵﾗﾝﾀﾞ、
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾉﾙｳｪｰ､ﾎﾟｰﾗﾝ
ﾄﾞ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ ｽﾍﾟｲﾝ､ ｽｳｪｰﾃﾞ
ﾝ、ｽｲｽ､英国､ｱﾒﾘｶ合衆国

ﾄﾙｺ ｱｲｽﾗﾝド

 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ、
ｷﾌﾟﾛｽ、
ﾙｰﾏﾆｱ､
ｽﾛﾊﾞｷｱ

ﾛｼｱ､
ｳｸﾗｲﾅ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､
南ｱﾌﾘｶ
共和国

ﾍﾞﾗﾙｰｼ､
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、

ﾗﾄﾋﾞｱ、
ｽﾛﾍﾞﾆｱ

別記地域
ｲﾗﾝ､ｲﾗｸ､
北朝鮮、ﾘﾋﾞ

ｱ
ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ

その他の
地域

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 特定  特定  一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 特定  特定  一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

- - - - - - - - - - -

一般 特定 特定  特定 特定  特定 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 特定  特定  一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般  特定  特定  一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

- - - - - - - - - - -

一般包括輸出許可／特定包括輸出許可マトリックス（改正案）

輸出令別表第１の４の項(1)、(1の2)、(2)又は(3)１に掲げる貨物であっ
て、貨物等省令第３条第１号、第１号の２、第１号の３又は第２号に該
当するもの

輸出令別表第１の４の項(3)２に掲げる貨物であって、貨物等省令第
14条第11号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(3)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(4)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第５号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(5)～(12)までに掲げる貨物であって、貨物等
省令第３条第６号～第13号までのいずれかに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(13)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第14号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(14)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第15号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(15)１に掲げる貨物であって、貨物等省令第
14条第１号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(15)１に掲げる貨物であって、貨物等省令第
４条第２号、第12号ハ若しくはニ又は第15号ハ若しくはニに該当する
もの

輸出令別表第１の４の項(15)２又は４に掲げる貨物

輸出令別表第１の４の項(15)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(16)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第17号の３ロ又はハに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(16)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(17)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第18号、第18号の２又は第18号の３に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(18)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
14条第８号イ又はロに該当するもの

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番



　　　　　［ ４の項 ］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　［ ４の項 ］　　　　　　

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ｶﾅﾀﾞ､ﾁｪｺ、
ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾌﾗﾝｽ､
ﾄﾞｲﾂ､ｷﾞﾘｼｬ､ﾊﾝｶﾞﾘｰ､
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ｲﾀﾘｱ､大韓民国、
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ､ｵﾗﾝﾀﾞ、
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾉﾙｳｪｰ､ﾎﾟｰﾗﾝ
ﾄﾞ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ ｽﾍﾟｲﾝ､ ｽｳｪｰﾃﾞ
ﾝ、ｽｲｽ､英国､ｱﾒﾘｶ合衆国

ﾄﾙｺ ｱｲｽﾗﾝド

 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ、
ｷﾌﾟﾛｽ、
ﾙｰﾏﾆｱ､
ｽﾛﾊﾞｷｱ

ﾛｼｱ､
ｳｸﾗｲﾅ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､
南ｱﾌﾘｶ
共和国

ﾍﾞﾗﾙｰｼ､
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、

ﾗﾄﾋﾞｱ、
ｽﾛﾍﾞﾆｱ

別記地域
ｲﾗﾝ､ｲﾗｸ､
北朝鮮、ﾘﾋﾞ

ｱ
ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ

その他の
地域

一般 特定 特定  特定 特定  特定 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

- - - - - - - - - - -

一般 特定 特定  特定 特定  特定 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 特定 特定  特定 特定  特定 特定 特定 - 特定  特定

一般 - - - - - - - - - -

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 特定  特定  一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

- - - - - - - - - - -

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  特定 一般  一般 特定 特定 - 特定  特定

輸出令別表第１の４の項(18)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第13号ニ、チ又はルに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(18)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(19)又は(20)に掲げる貨物であって、貨物等
省令第３条第20号又は第21号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(21)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
14条第８号イ又はロに該当するもの

輸出令別表第１の４の項（18の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令
第３条第１９号の２に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(21)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第13号ニ、チ又はルに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(21)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(22)に掲げる貨物であって、貨物等省令第７
条第１号ロに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(22)に掲げる貨物であって、貨物等省令第７
条第３号ハに該当するもの

輸出令別表第１の４の項(22)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(23)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第24号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(24)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第25号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(24の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令
第３条第25号の２に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(25)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
14条第２号に該当するもの

輸出令別表第１の４の項(25)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の４の項(26)に掲げる貨物であって、貨物等省令第３
条第24号又は第27号に該当するもの

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番



別記地域：ｱﾙﾊﾞﾆｱ、ｱﾙｼﾞｪﾘｱ、ｱﾝﾄﾞﾗ、ｱﾙﾒﾆｱ、ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ、ﾊﾞｰﾚｰﾝ、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾍﾞﾘｰｽﾞ、ﾍﾞﾅﾝ、ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ、ﾎﾞﾂﾜﾅ、ﾌﾞﾙﾈｲ、ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ、ﾌﾞﾙﾝｼﾞ、ｶｰﾎﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ、ｶﾒﾙｰﾝ、ﾁｬﾄﾞ、ﾁﾘ、
　　　　　中華人民共和国、ｺﾛﾝﾋﾞｱ、ｸｯｸ諸島、ｺｽﾀﾘｶ、ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ、ｸﾛｱﾁｱ、ｷｭｰﾊﾞ、ﾄﾞﾐﾆｶ、ｴｸｱﾄﾞﾙ、ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ、赤道ｷﾞﾆｱ、ｴﾘﾄﾘｱ、ｴｽﾄﾆｱ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、ﾌｨｼﾞｰ、ｶﾞﾎﾞﾝ、ｶﾞﾝﾋﾞｱ、ｸﾞﾙｼﾞｱ、ｶﾞｰﾅ、
　　　　　ｸﾞｱﾃﾏﾗ、ｷﾞﾆｱ、ｶﾞｲｱﾅ、香港、ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｼﾞｬﾏｲｶ、ﾖﾙﾀﾞﾝ、ｹﾆｱ、ｷﾘﾊﾞｽ、ｸｳｪｰﾄ、ｷﾙｷﾞｽ、ﾗｵｽ、ﾚｿﾄ、ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ、ﾘﾄｱﾆｱ、ﾏｹﾄﾞﾆｱ旧ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱ共和国、ﾏﾗｳｲ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ、ﾏﾘ、
　　　　　ﾏﾙﾀ、ﾏｰｼｬﾙ諸島、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、ﾓｰﾘｼｬｽ、ﾒｷｼｺ、ﾐｸﾛﾈｼｱ、ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ、ﾓﾅｺ、ﾓﾝｺﾞﾙ、ﾓﾛｯｺ、ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ、ﾅﾐﾋﾞｱ、ﾅｳﾙ、ﾈﾊﾟｰﾙ、ﾆｶﾗｸﾞｱ、ﾆｼﾞｪｰﾙ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、ｵﾏｰﾝ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾊﾟﾗｵ、ﾊﾟﾅﾏ、ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、
　　　　　ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ、ﾍﾟﾙｰ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｶﾀｰﾙ、ﾙﾜﾝﾀﾞ、ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾈｰｳﾞｨｽ、ｾﾝﾄﾙｼｱ、ｻﾓｱ、ｻﾝﾏﾘﾉ、ｻﾝﾄﾒ･ﾌﾟﾘﾝｼﾍﾟ、ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ、ｾﾈｶﾞﾙ、ｾﾙﾋﾞｱ･ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ、ｾｰｼｪﾙ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｽﾘﾗﾝｶ、
　　　　　ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄおよびｸﾞﾚﾅﾃﾞｨｰﾝ諸島、ｽｰﾀﾞﾝ、ｽﾘﾅﾑ、ｽﾜｼﾞﾗﾝﾄﾞ、ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ、ﾀﾝｻﾞﾆｱ、ﾀｲ、東ﾃｨﾓｰﾙ、ﾄｰｺﾞ、ﾄﾝｶﾞ、ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ、ﾁｭﾆｼﾞｱ、ﾄﾙｸﾒﾆｽﾀﾝ、ﾂﾊﾞﾙ、ｳｶﾞﾝﾀﾞ、ｱﾗﾌﾞ首長国連邦、ｳﾙｸﾞｱｲ、
　　　　　ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ、ﾊﾞﾁｶﾝ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ、ｲｴﾒﾝ、ｻﾞﾝﾋﾞｱ、ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ
※ただし、イラン、イラク、リビア又は北朝鮮を経由する場合はいずれの包括制度も適用不可。なお、アフガニスタンを経由する場合は、一般包括制度が適用不可。

（旧取扱要領に基づき発行された第１種一般包括輸出許可の範囲は、表中「一般」と標記された欄。第２種一般包括輸出許可の範囲は表中「一般＊」と標記された欄。）



［ ７の項 ］ 　　　　［ ７の項 ］

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ｶﾅﾀﾞ､ﾁｪｺ、
ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾌﾗﾝｽ､
ﾄﾞｲﾂ､ｷﾞﾘｼｬ､ﾊﾝｶﾞﾘｰ､
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ｲﾀﾘｱ､大韓民国、
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ､ｵﾗﾝﾀﾞ、
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾉﾙｳｪｰ､ﾎﾟｰﾗﾝ
ﾄﾞ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ ｽﾍﾟｲﾝ､ ｽｳｪｰﾃﾞ
ﾝ、ｽｲｽ､英国､ｱﾒﾘｶ合衆国

ﾄﾙｺ ｱｲｽﾗﾝド

 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ、
ｷﾌﾟﾛｽ、
ﾙｰﾏﾆｱ､
ｽﾛﾊﾞｷｱ

ﾛｼｱ､
ｳｸﾗｲﾅ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､
南ｱﾌﾘｶ
共和国

ﾍﾞﾗﾙｰｼ､
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、

ﾗﾄﾋﾞｱ、
ｽﾛﾍﾞﾆｱ

別記地域
ｲﾗﾝ､ｲﾗｸ､
北朝鮮、ﾘﾋﾞ

ｱ
ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ

その他の
地域

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 - 特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 - 特定  一般

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 - 特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 - 特定  一般

一般 一般 一般  一般 一般  一般 一般 一般 - 特定  一般

輸出令別表第１の７の項(1)～(14)に掲げる貨物であって、貨物等省
令第６条第１号～第15号のいずれかに該当するもの

輸出令別表第１の７の項(15)に掲げる貨物であって、貨物等省令第６
条第16号ロに該当するもの

輸出令別表第１の７の項(15)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の７の項(15の２)に掲げる貨物であって、貨物等省令
第６条１６号の２に該当するもの

輸出令別表第１の７の項(16)に掲げる貨物であって、貨物等省令第６
条第17号イ(二)に該当するもの

輸出令別表第１の７の項(16)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の７の項(17)～(22)までに掲げる貨物であって、貨物
等省令第６条第17号～第22号までのいずれかに該当するもの

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

別記地域：ｱﾙﾊﾞﾆｱ、ｱﾙｼﾞｪﾘｱ、ｱﾝﾄﾞﾗ、ｱﾙﾒﾆｱ、ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ、ﾊﾞｰﾚｰﾝ、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾍﾞﾘｰｽﾞ、ﾍﾞﾅﾝ、ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ、ﾎﾞﾂﾜﾅ、ﾌﾞﾙﾈｲ、ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ、ﾌﾞﾙﾝｼﾞ、ｶｰﾎﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ、ｶﾒﾙｰﾝ、ﾁｬﾄﾞ、ﾁﾘ、
　　　　　中華人民共和国、ｺﾛﾝﾋﾞｱ、ｸｯｸ諸島、ｺｽﾀﾘｶ、ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ、ｸﾛｱﾁｱ、ｷｭｰﾊﾞ、ﾄﾞﾐﾆｶ、ｴｸｱﾄﾞﾙ、ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ、赤道ｷﾞﾆｱ、ｴﾘﾄﾘｱ、ｴｽﾄﾆｱ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、ﾌｨｼﾞｰ、ｶﾞﾎﾞﾝ、ｶﾞﾝﾋﾞｱ、ｸﾞﾙｼﾞｱ、ｶﾞｰﾅ、
　　　　　ｸﾞｱﾃﾏﾗ、ｷﾞﾆｱ、ｶﾞｲｱﾅ、香港、ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｼﾞｬﾏｲｶ、ﾖﾙﾀﾞﾝ、ｹﾆｱ、ｷﾘﾊﾞｽ、ｸｳｪｰﾄ、ｷﾙｷﾞｽ、ﾗｵｽ、ﾚｿﾄ、ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ、ﾘﾄｱﾆｱ、ﾏｹﾄﾞﾆｱ旧ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱ共和国、ﾏﾗｳｲ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ、ﾏﾘ、
　　　　　ﾏﾙﾀ、ﾏｰｼｬﾙ諸島、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、ﾓｰﾘｼｬｽ、ﾒｷｼｺ、ﾐｸﾛﾈｼｱ、ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ、ﾓﾅｺ、ﾓﾝｺﾞﾙ、ﾓﾛｯｺ、ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ、ﾅﾐﾋﾞｱ、ﾅｳﾙ、ﾈﾊﾟｰﾙ、ﾆｶﾗｸﾞｱ、ﾆｼﾞｪｰﾙ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、ｵﾏｰﾝ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾊﾟﾗｵ、ﾊﾟﾅﾏ、ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、
　　　　　ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ、ﾍﾟﾙｰ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｶﾀｰﾙ、ﾙﾜﾝﾀﾞ、ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾈｰｳﾞｨｽ、ｾﾝﾄﾙｼｱ、ｻﾓｱ、ｻﾝﾏﾘﾉ、ｻﾝﾄﾒ･ﾌﾟﾘﾝｼﾍﾟ、ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ、ｾﾈｶﾞﾙ、ｾﾙﾋﾞｱ･ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ、ｾｰｼｪﾙ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｽﾘﾗﾝｶ、
　　　　　ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄおよびｸﾞﾚﾅﾃﾞｨｰﾝ諸島、ｽｰﾀﾞﾝ、ｽﾘﾅﾑ、ｽﾜｼﾞﾗﾝﾄﾞ、ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ、ﾀﾝｻﾞﾆｱ、ﾀｲ、東ﾃｨﾓｰﾙ、ﾄｰｺﾞ、ﾄﾝｶﾞ、ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ、ﾁｭﾆｼﾞｱ、ﾄﾙｸﾒﾆｽﾀﾝ、ﾂﾊﾞﾙ、ｳｶﾞﾝﾀﾞ、ｱﾗﾌﾞ首長国連邦、ｳﾙｸﾞｱｲ、
　　　　　ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ、ﾊﾞﾁｶﾝ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ、ｲｴﾒﾝ、ｻﾞﾝﾋﾞｱ、ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ
※ただし、イラン、イラク、リビア又は北朝鮮を経由する場合はいずれの包括制度も適用不可。なお、アフガニスタンを経由する場合は、一般包括制度が適用不可。

（旧取扱要領に基づき発行された第１種一般包括輸出許可の範囲は、表中「一般」と標記された欄。第２種一般包括輸出許可の範囲は表中「一般＊」と標記された欄。）



［ ９の項 ］ 　　　　［ ９の項 ］

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ｶﾅﾀﾞ､ﾁｪｺ、
ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾌﾗﾝｽ､
ﾄﾞｲﾂ､ｷﾞﾘｼｬ､ﾊﾝｶﾞﾘｰ､
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ｲﾀﾘｱ､大韓民国、
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ､ｵﾗﾝﾀﾞ、
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾉﾙｳｪｰ､ﾎﾟｰﾗﾝ
ﾄﾞ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ ｽﾍﾟｲﾝ､ ｽｳｪｰﾃﾞ
ﾝ、ｽｲｽ､英国､ｱﾒﾘｶ合衆国

ﾄﾙｺ ｱｲｽﾗﾝド

 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ、
ｷﾌﾟﾛｽ、
ﾙｰﾏﾆｱ､
ｽﾛﾊﾞｷｱ

ﾛｼｱ､
ｳｸﾗｲﾅ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､
南ｱﾌﾘｶ
共和国

ﾍﾞﾗﾙｰｼ､
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、

ﾗﾄﾋﾞｱ、
ｽﾛﾍﾞﾆｱ

別記地域
ｲﾗﾝ､ｲﾗｸ､
北朝鮮、ﾘﾋﾞ

ｱ
ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ

その他の
地域

一般 特定 特定  特定 特定  特定 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 - 特定  一般

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 - 特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定 特定 特定 - 特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 - 特定  一般

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 - 特定  一般

輸出令別表第１の９の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第８
条第２号イ(二)に該当するもの

輸出令別表第１の９の項(1)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の９の項(2)、(3)、(5)、(5の2）､(5の3)､(5の4)に掲げる
貨物であって、貨物等省令第８条第１号、第４号、第５号、第５号の２、
第５号の３、第５号の４のいずれかに該当するもの

輸出令別表第１の９の項(6)に掲げる貨物であって、貨物等省令第８
条第６号に該当するもの

輸出令別表第１の９の項(6)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の９の項の中欄に掲げる貨物であって、上記を除くも
の

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

別記地域：ｱﾙﾊﾞﾆｱ、ｱﾙｼﾞｪﾘｱ、ｱﾝﾄﾞﾗ、ｱﾙﾒﾆｱ、ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ、ﾊﾞｰﾚｰﾝ、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾍﾞﾘｰｽﾞ、ﾍﾞﾅﾝ、ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ、ﾎﾞﾂﾜﾅ、ﾌﾞﾙﾈｲ、ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ、ﾌﾞﾙﾝｼﾞ、ｶｰﾎﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ、ｶﾒﾙｰﾝ、ﾁｬﾄﾞ、ﾁﾘ、
　　　　　中華人民共和国、ｺﾛﾝﾋﾞｱ、ｸｯｸ諸島、ｺｽﾀﾘｶ、ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ、ｸﾛｱﾁｱ、ｷｭｰﾊﾞ、ﾄﾞﾐﾆｶ、ｴｸｱﾄﾞﾙ、ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ、赤道ｷﾞﾆｱ、ｴﾘﾄﾘｱ、ｴｽﾄﾆｱ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、ﾌｨｼﾞｰ、ｶﾞﾎﾞﾝ、ｶﾞﾝﾋﾞｱ、ｸﾞﾙｼﾞｱ、ｶﾞｰﾅ、
　　　　　ｸﾞｱﾃﾏﾗ、ｷﾞﾆｱ、ｶﾞｲｱﾅ、香港、ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｼﾞｬﾏｲｶ、ﾖﾙﾀﾞﾝ、ｹﾆｱ、ｷﾘﾊﾞｽ、ｸｳｪｰﾄ、ｷﾙｷﾞｽ、ﾗｵｽ、ﾚｿﾄ、ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ、ﾘﾄｱﾆｱ、ﾏｹﾄﾞﾆｱ旧ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱ共和国、ﾏﾗｳｲ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ、ﾏﾘ、
　　　　　ﾏﾙﾀ、ﾏｰｼｬﾙ諸島、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、ﾓｰﾘｼｬｽ、ﾒｷｼｺ、ﾐｸﾛﾈｼｱ、ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ、ﾓﾅｺ、ﾓﾝｺﾞﾙ、ﾓﾛｯｺ、ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ、ﾅﾐﾋﾞｱ、ﾅｳﾙ、ﾈﾊﾟｰﾙ、ﾆｶﾗｸﾞｱ、ﾆｼﾞｪｰﾙ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、ｵﾏｰﾝ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾊﾟﾗｵ、ﾊﾟﾅﾏ、ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、
　　　　　ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ、ﾍﾟﾙｰ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｶﾀｰﾙ、ﾙﾜﾝﾀﾞ、ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾈｰｳﾞｨｽ、ｾﾝﾄﾙｼｱ、ｻﾓｱ、ｻﾝﾏﾘﾉ、ｻﾝﾄﾒ･ﾌﾟﾘﾝｼﾍﾟ、ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ、ｾﾈｶﾞﾙ、ｾﾙﾋﾞｱ･ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ、ｾｰｼｪﾙ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｽﾘﾗﾝｶ、
　　　　　ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄおよびｸﾞﾚﾅﾃﾞｨｰﾝ諸島、ｽｰﾀﾞﾝ、ｽﾘﾅﾑ、ｽﾜｼﾞﾗﾝﾄﾞ、ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ、ﾀﾝｻﾞﾆｱ、ﾀｲ、東ﾃｨﾓｰﾙ、ﾄｰｺﾞ、ﾄﾝｶﾞ、ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ、ﾁｭﾆｼﾞｱ、ﾄﾙｸﾒﾆｽﾀﾝ、ﾂﾊﾞﾙ、ｳｶﾞﾝﾀﾞ、ｱﾗﾌﾞ首長国連邦、ｳﾙｸﾞｱｲ、
　　　　　ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ、ﾊﾞﾁｶﾝ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ、ｲｴﾒﾝ、ｻﾞﾝﾋﾞｱ、ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ
※ただし、イラン、イラク、リビア又は北朝鮮を経由する場合はいずれの包括制度も適用不可。なお、アフガニスタンを経由する場合は、一般包括制度が適用不可。

（旧取扱要領に基づき発行された第１種一般包括輸出許可の範囲は、表中「一般」と標記された欄。第２種一般包括輸出許可の範囲は表中「一般＊」と標記された欄。）



［ 10の項 ］ 　　　　［ 10の項 ］

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ｶﾅﾀﾞ､ﾁｪｺ、
ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾌﾗﾝｽ､
ﾄﾞｲﾂ､ｷﾞﾘｼｬ､ﾊﾝｶﾞﾘｰ､
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ｲﾀﾘｱ､大韓民国、
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ､ｵﾗﾝﾀﾞ、
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾉﾙｳｪｰ､ﾎﾟｰﾗﾝ
ﾄﾞ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ ｽﾍﾟｲﾝ､ ｽｳｪｰﾃﾞ
ﾝ、ｽｲｽ､英国､ｱﾒﾘｶ合衆国

ﾄﾙｺ ｱｲｽﾗﾝド

 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ、
ｷﾌﾟﾛｽ、
ﾙｰﾏﾆｱ､
ｽﾛﾊﾞｷｱ

ﾛｼｱ､
ｳｸﾗｲﾅ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､
南ｱﾌﾘｶ
共和国

ﾍﾞﾗﾙｰｼ､
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、

ﾗﾄﾋﾞｱ、
ｽﾛﾍﾞﾆｱ

別記地域
ｲﾗﾝ､ｲﾗｸ､
北朝鮮、ﾘﾋﾞ

ｱ
ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ

その他の
地域

一般 特定 特定  特定 特定  特定  特定  特定 -  特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定  特定  特定 -  特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定  特定  特定 -  特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定  特定  特定 -  特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定  特定  特定 -  特定  特定

一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 -  特定 一般

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定  特定  特定 -  特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

輸出令別表第１の10の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第１号イ(二)又はロ(三)に該当するもの

輸出令別表第１の10の項(1)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の10の項(2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第３号イ、ロ、ホ若しくはヘ、第４号又は第５号イに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(2)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の10の項(3)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第７号に該当するもの

輸出令別表第１の10の項(4)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第８号イに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(4)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の10の項(5)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第９号イに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(6)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第９号ハに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(6)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の10の項(7)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第９号ニに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(7の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令
第９条第９号の２に該当するもの

輸出令別表第１の10の項(8)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第10号に該当するもの

輸出令別表第１の10の項(9)に掲げる貨物であって、貨物等省令第９
条第11号イ、ロ又はヲに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(9)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番



［ 10の項 ］ 　　　　［ 10の項 ］

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ｶﾅﾀﾞ､ﾁｪｺ、
ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾌﾗﾝｽ､
ﾄﾞｲﾂ､ｷﾞﾘｼｬ､ﾊﾝｶﾞﾘｰ､
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ｲﾀﾘｱ､大韓民国、
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ､ｵﾗﾝﾀﾞ、
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾉﾙｳｪｰ､ﾎﾟｰﾗﾝ
ﾄﾞ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ ｽﾍﾟｲﾝ､ ｽｳｪｰﾃﾞ
ﾝ、ｽｲｽ､英国､ｱﾒﾘｶ合衆国

ﾄﾙｺ ｱｲｽﾗﾝド

 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ、
ｷﾌﾟﾛｽ、
ﾙｰﾏﾆｱ､
ｽﾛﾊﾞｷｱ

ﾛｼｱ､
ｳｸﾗｲﾅ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､
南ｱﾌﾘｶ
共和国

ﾍﾞﾗﾙｰｼ､
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、

ﾗﾄﾋﾞｱ、
ｽﾛﾍﾞﾆｱ

別記地域
ｲﾗﾝ､ｲﾗｸ､
北朝鮮、ﾘﾋﾞ

ｱ
ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ

その他の
地域

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定  特定  特定 -  特定  特定

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

輸出令別表第１の10の項(10)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
９条第12号に該当するもの

輸出令別表第１の10の項(11)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
９条第13号ニ、チ又はルに該当するもの

輸出令別表第１の10の項(11)に掲げる貨物であって、上記を除くもの

輸出令別表第１の10の項(12)～(14)までに掲げる貨物であって、貨物
等省令第９条第14号～第16号までのいずれかに該当するもの

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

別記地域：ｱﾙﾊﾞﾆｱ、ｱﾙｼﾞｪﾘｱ、ｱﾝﾄﾞﾗ、ｱﾙﾒﾆｱ、ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ、ﾊﾞｰﾚｰﾝ、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾍﾞﾘｰｽﾞ、ﾍﾞﾅﾝ、ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ、ﾎﾞﾂﾜﾅ、ﾌﾞﾙﾈｲ、ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ、ﾌﾞﾙﾝｼﾞ、ｶｰﾎﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ、ｶﾒﾙｰﾝ、ﾁｬﾄﾞ、ﾁﾘ、
　　　　　中華人民共和国、ｺﾛﾝﾋﾞｱ、ｸｯｸ諸島、ｺｽﾀﾘｶ、ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ、ｸﾛｱﾁｱ、ｷｭｰﾊﾞ、ﾄﾞﾐﾆｶ、ｴｸｱﾄﾞﾙ、ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ、赤道ｷﾞﾆｱ、ｴﾘﾄﾘｱ、ｴｽﾄﾆｱ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、ﾌｨｼﾞｰ、ｶﾞﾎﾞﾝ、ｶﾞﾝﾋﾞｱ、ｸﾞﾙｼﾞｱ、ｶﾞｰﾅ、
　　　　　ｸﾞｱﾃﾏﾗ、ｷﾞﾆｱ、ｶﾞｲｱﾅ、香港、ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｼﾞｬﾏｲｶ、ﾖﾙﾀﾞﾝ、ｹﾆｱ、ｷﾘﾊﾞｽ、ｸｳｪｰﾄ、ｷﾙｷﾞｽ、ﾗｵｽ、ﾚｿﾄ、ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ、ﾘﾄｱﾆｱ、ﾏｹﾄﾞﾆｱ旧ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱ共和国、ﾏﾗｳｲ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ、ﾏﾘ、
　　　　　ﾏﾙﾀ、ﾏｰｼｬﾙ諸島、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、ﾓｰﾘｼｬｽ、ﾒｷｼｺ、ﾐｸﾛﾈｼｱ、ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ、ﾓﾅｺ、ﾓﾝｺﾞﾙ、ﾓﾛｯｺ、ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ、ﾅﾐﾋﾞｱ、ﾅｳﾙ、ﾈﾊﾟｰﾙ、ﾆｶﾗｸﾞｱ、ﾆｼﾞｪｰﾙ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、ｵﾏｰﾝ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾊﾟﾗｵ、ﾊﾟﾅﾏ、ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、
　　　　　ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ、ﾍﾟﾙｰ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｶﾀｰﾙ、ﾙﾜﾝﾀﾞ、ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾈｰｳﾞｨｽ、ｾﾝﾄﾙｼｱ、ｻﾓｱ、ｻﾝﾏﾘﾉ、ｻﾝﾄﾒ･ﾌﾟﾘﾝｼﾍﾟ、ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ、ｾﾈｶﾞﾙ、ｾﾙﾋﾞｱ･ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ、ｾｰｼｪﾙ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｽﾘﾗﾝｶ、
　　　　　ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄおよびｸﾞﾚﾅﾃﾞｨｰﾝ諸島、ｽｰﾀﾞﾝ、ｽﾘﾅﾑ、ｽﾜｼﾞﾗﾝﾄﾞ、ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ、ﾀﾝｻﾞﾆｱ、ﾀｲ、東ﾃｨﾓｰﾙ、ﾄｰｺﾞ、ﾄﾝｶﾞ、ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ、ﾁｭﾆｼﾞｱ、ﾄﾙｸﾒﾆｽﾀﾝ、ﾂﾊﾞﾙ、ｳｶﾞﾝﾀﾞ、ｱﾗﾌﾞ首長国連邦、ｳﾙｸﾞｱｲ、
　　　　　ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ、ﾊﾞﾁｶﾝ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ、ｲｴﾒﾝ、ｻﾞﾝﾋﾞｱ、ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ
※ただし、イラン、イラク、リビア又は北朝鮮を経由する場合はいずれの包括制度も適用不可。なお、アフガニスタンを経由する場合は、一般包括制度が適用不可。

（旧取扱要領に基づき発行された第１種一般包括輸出許可の範囲は、表中「一般」と標記された欄。第２種一般包括輸出許可の範囲は表中「一般＊」と標記された欄。）



［ 13の項 ］ 　　　　［ 13の項 ］

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ｶﾅﾀﾞ､ﾁｪｺ、
ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾌﾗﾝｽ､
ﾄﾞｲﾂ､ｷﾞﾘｼｬ､ﾊﾝｶﾞﾘｰ､
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ｲﾀﾘｱ､大韓民国、
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ､ｵﾗﾝﾀﾞ、
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾉﾙｳｪｰ､ﾎﾟｰﾗﾝ
ﾄﾞ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ ｽﾍﾟｲﾝ､ ｽｳｪｰﾃﾞ
ﾝ、ｽｲｽ､英国､ｱﾒﾘｶ合衆国

ﾄﾙｺ ｱｲｽﾗﾝド

 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ、
ｷﾌﾟﾛｽ、
ﾙｰﾏﾆｱ､
ｽﾛﾊﾞｷｱ

ﾛｼｱ､
ｳｸﾗｲﾅ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､
南ｱﾌﾘｶ
共和国

ﾍﾞﾗﾙｰｼ､
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、

ﾗﾄﾋﾞｱ、
ｽﾛﾍﾞﾆｱ

別記地域
ｲﾗﾝ､ｲﾗｸ､
北朝鮮、ﾘﾋﾞ

ｱ
ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ

その他の
地域

一般 一般 一般  一般 一般  一般  一般  一般 -  特定  一般

一般 特定 特定  特定 特定  特定  特定  特定 -  特定  特定

輸出令別表第１の13の項(1)から(5)までに掲げる貨物であって、貨物
等省令第12条第１号から第20号までのいずれか（第11号ロを除く。）
に該当するもの

輸出令別表第１の13の項(5)に掲げる貨物であって、貨物等省令第
12条第11号ロに該当するもの

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

仕　向　地

輸出令別表第１項番

別記地域：ｱﾙﾊﾞﾆｱ、ｱﾙｼﾞｪﾘｱ、ｱﾝﾄﾞﾗ、ｱﾙﾒﾆｱ、ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ、ﾊﾞｰﾚｰﾝ、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾍﾞﾘｰｽﾞ、ﾍﾞﾅﾝ、ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ、ﾎﾞﾂﾜﾅ、ﾌﾞﾙﾈｲ、ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ、ﾌﾞﾙﾝｼﾞ、ｶｰﾎﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ、ｶﾒﾙｰﾝ、ﾁｬﾄﾞ、ﾁﾘ、
　　　　　中華人民共和国、ｺﾛﾝﾋﾞｱ、ｸｯｸ諸島、ｺｽﾀﾘｶ、ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ、ｸﾛｱﾁｱ、ｷｭｰﾊﾞ、ﾄﾞﾐﾆｶ、ｴｸｱﾄﾞﾙ、ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ、赤道ｷﾞﾆｱ、ｴﾘﾄﾘｱ、ｴｽﾄﾆｱ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、ﾌｨｼﾞｰ、ｶﾞﾎﾞﾝ、ｶﾞﾝﾋﾞｱ、ｸﾞﾙｼﾞｱ、ｶﾞｰﾅ、
　　　　　ｸﾞｱﾃﾏﾗ、ｷﾞﾆｱ、ｶﾞｲｱﾅ、香港、ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｼﾞｬﾏｲｶ、ﾖﾙﾀﾞﾝ、ｹﾆｱ、ｷﾘﾊﾞｽ、ｸｳｪｰﾄ、ｷﾙｷﾞｽ、ﾗｵｽ、ﾚｿﾄ、ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ、ﾘﾄｱﾆｱ、ﾏｹﾄﾞﾆｱ旧ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱ共和国、ﾏﾗｳｲ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ、ﾏﾘ、
　　　　　ﾏﾙﾀ、ﾏｰｼｬﾙ諸島、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、ﾓｰﾘｼｬｽ、ﾒｷｼｺ、ﾐｸﾛﾈｼｱ、ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ、ﾓﾅｺ、ﾓﾝｺﾞﾙ、ﾓﾛｯｺ、ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ、ﾅﾐﾋﾞｱ、ﾅｳﾙ、ﾈﾊﾟｰﾙ、ﾆｶﾗｸﾞｱ、ﾆｼﾞｪｰﾙ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、ｵﾏｰﾝ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾊﾟﾗｵ、ﾊﾟﾅﾏ、ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、
　　　　　ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ、ﾍﾟﾙｰ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｶﾀｰﾙ、ﾙﾜﾝﾀﾞ、ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾈｰｳﾞｨｽ、ｾﾝﾄﾙｼｱ、ｻﾓｱ、ｻﾝﾏﾘﾉ、ｻﾝﾄﾒ･ﾌﾟﾘﾝｼﾍﾟ、ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ、ｾﾈｶﾞﾙ、ｾﾙﾋﾞｱ･ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ、ｾｰｼｪﾙ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｽﾘﾗﾝｶ、
　　　　　ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄおよびｸﾞﾚﾅﾃﾞｨｰﾝ諸島、ｽｰﾀﾞﾝ、ｽﾘﾅﾑ、ｽﾜｼﾞﾗﾝﾄﾞ、ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ、ﾀﾝｻﾞﾆｱ、ﾀｲ、東ﾃｨﾓｰﾙ、ﾄｰｺﾞ、ﾄﾝｶﾞ、ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ、ﾁｭﾆｼﾞｱ、ﾄﾙｸﾒﾆｽﾀﾝ、ﾂﾊﾞﾙ、ｳｶﾞﾝﾀﾞ、ｱﾗﾌﾞ首長国連邦、ｳﾙｸﾞｱｲ、
　　　　　ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ、ﾊﾞﾁｶﾝ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ、ｲｴﾒﾝ、ｻﾞﾝﾋﾞｱ、ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ
※ただし、イラン、イラク、リビア又は北朝鮮を経由する場合はいずれの包括制度も適用不可。なお、アフガニスタンを経由する場合は、一般包括制度が適用不可。

（旧取扱要領に基づき発行された第１種一般包括輸出許可の範囲は、表中「一般」と標記された欄。第２種一般包括輸出許可の範囲は表中「一般＊」と標記された欄。）


